
経
済
産
業
部

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
が

平
成
十
七
年
一
月
本
格
施
行
し
ま
す
。

　
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い

ク
ル
マ
は
、
国
内
で
年
間
四
百
万

台
が
廃
車
さ
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ミ

を
減
ら
し
、
資
源
を
無
駄
遣
い
し

な
い
循
環
型
社
会
を
つ
く
る
た
め

に
、
ク
ル
マ
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ

い
て
自
動
車
メ
ー
カ
ー
や
関
連
事

業
者
、
ク
ル
マ
の
所
有
者
の
役
割

を
決
め
た
「
使
用
済
自
動
車
の
再

資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」
が
平
成
十
七

年
一
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

〜
循
環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
て
〜

こ
れ
ま
で
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
の
イ
ン
フ

ラ
を
担
っ
て
き
た
現
在
の
関
連
事
業
者
の

役
割
分
担
を
前
提
と
し
つ
つ
、
従
来
の
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
と
な
る

主
要
因
で
あ
る
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
及

び
新
た
な
環
境
課
題
で
あ
る
フ
ロ
ン
類
、

エ
ア
バ
ッ
ク
類
へ
の
対
応
を
行
う
。

市
場
原
理
に
基
づ
い
た
使
用
済
自
動
車

の
リ
サ
イ
ク
ル
・
適
正
処
理
の
持
続
的

な
取
組
み
の
環
境
整
備
を
図
る
と
と
も

に
、
自
動
車
製
造
業
者
等
に
お
け
る
適

正
な
競
争
原
理
が
働
く
仕
組
み
と
す
る
。

使
用
済
自
動
車
か
ら
生
じ
る
最
終
埋
立
処

分
量
の
極
小
化
を
図
る
。

自
動
車
製
造
業
者
等
に
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー

ダ
ス
ト
等
の
リ
サ
イ
ク
ル
義
務

不
法
投
棄
の
防
止
に
資
す
る
仕
組
み
と
す
る
。

●
関
連
事
業
者
は
都
道
府
県
等
の
登
録
・

　
許
可
制

●
使
用
済
自
動
車
の
引
取
り
・
引
渡
し
義
務

●
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
移
動
報
告
）
制

　
度
の
導
入

●
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
等
の
新
車
時
（
車
検

　
時
）
預
託

●
自
動
車
重
量
税
還
付
制
度
の
導
入
等

既
存
制
度
と
の
円
滑
な
接
合
を
図
る
。

●
廃
棄
物
処
理
法

●
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法

               

　 

   

　
年
間
約
四
百
万
台
排
出
さ
れ
る
使
用
済

自
動
車
は
、
有
用
金
属
・
部
品
を
含
み
資

源
と
し
て
価
値
が
高
い
も
の
で
あ
る
た
め
、

従
来
は
解
体
業
者
や
破
砕
業
者
に
お
い
て

売
買
を
通
じ
て
流
通
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
・

処
理
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

　
他
方
、
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
逼

迫
に
よ
り
、
使
用
済
自
動
車
か
ら
生
じ
る

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
（
車
の
解
体
・
破

砕
後
に
残
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
く
ず
な
ど
）

を
低
減
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
最
終
処
分
費
用
の
高
騰
、
鉄
ス

ク
ラ
ッ
プ
価
格
の
低
下
・
不
安
定
な
変
動

に
よ
っ
て
使
用
済
自
動
車
の
逆
有
償
化
（
処

理
費
を
払
っ
て
引
き
渡
す
状
況
）
が
進
展

し
て
お
り
、
近
年
、
従
来
の
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
は
機
能
不
全
に
陥
り
つ
つ
あ
っ

て
、
不
法
投
棄
・
不
適
正
処
理
の
懸
念
も

生
じ
て
き
て
い
る
状
況
で
す
。 

　
こ
の
た
め
、
自
動
車
製
造
業
者
を
中
心

と
し
た
関
係
者
に
適
切
な
役
割
分
担
を
義

務
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
の

リ
サ
イ
ク
ル
・
適
正
処
理
を
図
る
た
め
、

新
た
な
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
を
構
築
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。 

施
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◆
平
成
十
四
年
七
月

◆
平
成
十
五
年
六
月

◆
平
成
十
五
年
八
月

◆
平
成
十
六
年
七
月
一
日

◆
平
成
十
七
年
一
月
一
日

平
成
十
七
年
二
月
一
日

対
象
自
動
車

関
係
者
の
主
な
役
割

　
次
表
に
掲
げ
る
「
対
象
外
と
な
る
自
動
車
」

を
除
く
す
べ
て
の
車
種
の
四
輪
自
動
車
（
ト

ラ
ッ
ク
・
バ
ス
な
ど
の
大
型
車
、
商
用
車
、
特

殊
自
動
車
（
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
な
ど
）
、
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
付
い
て
い
な
い
構
内
車

も
含
む
）
が
対
象
で
す
。

�

フ
ロ
ン
類
、
エ
ア
バ
ッ
ク
類
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ

ー
ダ
ス
ト
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
必
要
な
リ
サ

イ
ク
ル
料
金
を
負
担
し
ま
す
（
リ
サ
イ
ク

ル
券
の
預
託
証
を
受
け
取
る
）
。

最
終
所
有
者
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
登

録
さ
れ
た
引
取
業
者
に
使
用
済
自
動
車
を

引
渡
し
ま
す
（
リ
サ
イ
ク
ル
券
の
引
取
証

を
受
け
取
る
）
。

自
動
車
重
量
税
の
還
付
請
求
・
受
け
取
り

を
し
ま
す
。

背
景
と
目
的 

12

34

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル 

法
の
概
要 

1

1234
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
仕
組
み

1

123 2

3

適正な処理をせずに放置された自動車が、有害性

のある鉛や廃油・廃液等を垂れ流し、環境を汚染

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
（
使
用
済
自
動
車
の

再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
）
成
立
。

資
金
管
理
法
人
、
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
、
指

定
再
資
源
化
機
構
の
三
機
能
に
つ
い
て
、（
財
）

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
を
指
定
。

政
省
令
の
大
部
分
を
策
定
。

法
律
第
二
段
階
施
行
（
許
可
の
開
始
）

※
三
ヶ
月
以
内
に
解
体
業
・
破
砕
業
の
許
可

　
申
請
（
廃
棄
物
処
理
法
の
業
の
許
可
を
　

受
け
て
い
る
場
合
は
届
出
）
が
必
要
。

本
格
施
行
（
行
為
義
務
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

等
の
預
託
義
務
等
が
発
生
）
等
。

自
動
車
所
有
者

ク
ル
マ
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
、

み
ん
な
で
支
え
ま
し
ょ
う
！

未来のために
環境のために

1

被
け
ん
引
車
。

二
輪
車
（
原
動
機
付
自
転
車
、
側
車
付
き

の
も
の
を
含
む
）
。

大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
。

そ
の
他
政
省
令
で
定
め
る
も
の
（
農
業
機

械
、
林
業
機
械
、
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
、
自

衛
隊
の
装
甲
車
、
ホ
イ
ー
ル
式
高
所
作
業

車
、
無
人
搬
送
車
、
公
道
を
走
ら
な
い
自

動
車
製
造
業
者
等
の
試
験
・
研
究
用
途
車
、

公
道
を
走
ら
な
い
レ
ー
ス
用
自
動
車
）
。

対
象
外
と
な
る
自
動
車

国
土
交
通
省
等
に
お
け
る
登
録
・
車
検

時
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
等
の
預
託
確
認

業
務
開
始
。



経
済
産
業
部

自動車リサイクル法が必要な理由

離
島
対
策
（
余
剰
金
の
使
途
）

自
動
車
重
量
税
の
還
付
制
度

抹
消
登
録
制
度
等
の

改
正
に
つ
い
て

二
輪
車
リ
サ
イ
ク
ル

自
主
取
組
に
つ
い
て

　
自
動
車
製
造
業
者
、
輸
入
業
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
動
車
製
造
業
者
等
）

　
引
取
業
者

　
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
　

（
使
用
済
自
動
車
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
）

【
自
動
車
再
資
源
化
協
力
機
構
】
フ
ロ
ン
類
・
エ

ア
バ
ッ
ク
類
の
共
通
引
取
及
び
諸
契
約
や
料
金

の
支
払
い
等
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
・
解
体
業
者

へ
の
窓
口
と
し
て
機
能
。
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス

ト
は
、
自
動
車
製
造
業
者
等
が
二
つ
の
チ
ー
ム

を
構
成
し
、
引
取
り
及
び
再
資
源
化
を
実
施
。

　
解
体
業
者

（
使
用
済
自
動
車
か
ら
の
部
品
取
り
を
含
め
、

解
体
を
行
う
）

56

23

リサイクル料金って、いくらかかるの？

クルマのメーカー、車種によって、１台ごとに違います。シュレッダーダストの発生見込量やフロン類・エアバック類の
装備状況などによって決まるんです。具体的な金額は、自動車メーカー・輸入業者各社が公表しますので、各社のホーム
ページなどでご確認ください。

※【シュレッダーダスト】クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど。

※【フロン】カーエアコンの冷媒。オゾン層破壊・地球温暖化の要因となるので適正処理が必要。

※【エアバック】安全な処理には専門的な技術とコストが必要。

リサイクル料金はいつ払えばいいの？
来年（平成17年）１月以降に新車を購入する時にお
支払いください。今お乗りのクルマは来年（平成17年）
１月以降の最初の車検時までに、車検を受けずに廃
車する場合は廃車時に、お支払いをお願いします。

私たちが支払ったリサイクル料金って結局何に使われるの？

クルマのリサイクルの障害になっているシュレッダーダスト、フロン類、エアバック類のリサイクルと適正処理のため
に使われます。また料金の一部は、リサイクル料金の管理や、廃車処理の情報管理にも使われます。

クルマを廃車にする時に何か気をつけなければいけないことはあるの？
クルマを廃車にする時は、都道府県等の登録を受けた引取業者に渡してください。この時に車検が残っている場合は残
存期間に応じて自動車重量税が還付されます。

新　車

今お乗りの
クルマ

車検前に廃車
となる場合

購入時

車検時
までに

廃車時

新車ディーラー

運輸支局等内、または近隣の団体
（整備事業者など）

自治体に登録した
引取業者 資金管理法人

（財）自動車リサイクル●●センター

※来年２月１日から、クルマの登録・車検の際に国に　

　よる支払いの確認がなされます。リサイクル料金が　

　支払われないと、クルマの登録・車検が受けられません。

※リサイクル料金は国の指定を受けた資金管理法人である（財）自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。

※車検時や廃車時にはリサイクル料金とは別に手数料や費用がかかる場合があります。

※
（
自
動
車
の
最
終
所
有
者
か
ら
使
用
済
自

動
車
を
引
き
取
る
）

121

123123

45678123

4

1212

56

4567

3 245 2

45

　
破
砕
業
者

（
廃
車
ガ
ラ
の
プ
レ
ス
・
せ
ん
断
・
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
処
理
を
行
う
）

6

3

  

自
ら
が
製
造
又
は
輸
入
し
た
自
動
車
が
使
用

済
み
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
自
動
車
か
ら
発

生
す
る
フ
ロ
ン
類
、
エ
ア
バ
ッ
ク
類
及
び
シ

ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
を
引
取
り
リ
サ
イ
ク
ル

（
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
は
破
壊
）
を
適
正
に
行

う
義
務
が
あ
り
ま
す
。

自
動
車
の
設
計
・
部
品
又
は
原
材
料
の
種
類

の
工
夫
を
通
じ
た
自
動
車
の
長
期
使
用
の
促

進
と
再
資
源
化
を
容
易
に
し
、
リ
サ
イ
ク
ル

に
要
す
る
費
用
の
低
減
を
図
り
ま
す
。 

   

都
道
府
県
知
事
等
の
登
録
が
必
要
で
す
。

（
五
年
毎
の
更
新
制
）

「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
（
（
財
）
自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
）
」
へ
の
登
録

が
必
要
で
す
。

自
動
車
所
有
者
か
ら
使
用
済
自
動
車
を
引
取

り
、
フ
ロ
ン
回
収
業
者
又
は
解
体
業
者
に
引

き
渡
す
義
務
が
あ
り
ま
す
。（
使
用
済
自
動
車

を
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
に
乗
せ
る
役
割
を
果

た
し
ま
す
）

引
取
り
の
際
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
預
託

確
認
が
必
要
で
す
。（
所
有
者
に
引
取
り
の
書

面
の
交
付
）

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
移
動
報
告
）
で
、
引
取
・

引
渡
し
報
告
が
必
要
で
す
。 

       

 

 

都
道
府
県
知
事
等
の
登
録
が
必
要
で
す
。（
五

年
毎
の
更
新
制
）

「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
（(

財)

自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
）
」
へ
の
登
録

が
必
要
で
す
。

引
取
業
者
か
ら
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、

使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
フ
ロ
ン
類
を
回
収
基
準
に
従
っ
て
回
収
し
て

自
動
車
製
造
業
者
等
（
自
動
車
再
資
源
化
協

力
機
構
）
へ
引
き
渡
す
義
務
が
あ
り
ま
す
。

自
動
車
製
造
業
者
等
（
自
動
車
再
資
源
化
協

力
機
構
）
へ
フ
ロ
ン
類
の
回
収
費
用
を
請
求

で
き
ま
す
。

フ
ロ
ン
類
を
回
収
し
た
使
用
済
み
自
動
車
を

解
体
業
者
へ
引
き
渡
す
義
務
が
あ
り
ま
す
。

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
移
動
報
告
）
で
、
引
取
・

引
渡
し
報
告
が
必
要
で
す
。 

          

都
道
府
県
知
事
等
の
許
可
が
必
要
で
す
。（
五

年
毎
の
更
新
制
）

「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
（(

財)

自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
）
」
へ
の
登
録

が
必
要
で
す
。

引
取
業
者
又
は
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
か
ら
、

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
使
用
済
自
動
車

を
引
き
取
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

「
再
資
源
化
基
準
」
に
従
い
適
切
な
解
体
を
実

施
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

バ
ッ
テ
リ
ー
・
タ
イ
ヤ
・
廃
油
廃
液
・
蛍
光
灯

（
バ
ス
な
ど
の
室
内
用
）
を
回
収
し
、
技
術
的
・

経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
自
ら
又
は
適
正
な

業
者
に
委
託
し
て
再
資
源
化
（
不
可
能
な
場

合
に
は
、廃
棄
物
と
し
て
適
正
処
理
す
る
こ
と
）

有
用
な
部
品
や
材
料
等
を
技
術
的
・
経
済
的

に
可
能
な
範
囲
で
回
収
す
る
こ
と
等

す
べ
て
の
未
動
作
エ
ア
バ
ッ
ク
類
の
取
外
回

収
又
は
車
上
作
動
処
理
を
実
施
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

取
外
回
収
／
イ
ン
フ
レ
ー
タ
（
ガ
ス
発
生
器
）

等
を
取
外
回
収
後
、
自
動
車
製
造
業
者
等
の

指
定
す
る
指
定
取
引
場
所
に
引
き
渡
す
。

車
上
作
動
処
理
／
自
動
車
製
造
業
者
等
か
ら

委
託
を
受
け
て
車
上
作
動
処
理

自
動
車
製
造
業
者
等
（
自
動
車
再
資
源
化
協

力
機
構
）
へ
エ
ア
バ
ッ
ク
類
の
回
収
費
用
を

請
求
で
き
ま
す
。

解
体
自
動
車（
廃
車
ガ
ラ
）を
他
の
解
体
業
者
、

破
砕
業
者
、
廃
車
ガ
ラ
輸
出
業
者
へ
引
き
渡

す
義
務
が
あ
り
ま
す
。

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
移
動
報
告
）
で
、
取
引
・

引
渡
し
報
告
が
必
要
で
す
。

都
道
府
県
知
事
等
の
許
可
が
必
要
で
す
。（
５

年
毎
の
更
新
制
）

「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
（(

財)

自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
）
」
へ
の
登
録

が
必
要
で
す
。

解
体
業
者
又
は
破
砕
前
処
理
の
み
を
行
う
破

砕
業
者
か
ら
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
解

体
自
動
車
（
廃
車
ガ
ラ
）
を
引
き
取
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。 

「
再
資
源
化
基
準
」
に
従
い
適
切
な
破
砕
又
は

破
砕
前
処
理
を
実
施
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。 

破
砕
処
理
工
程
／
鉄
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
を

技
術
的
・
経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
分
別
回

収
す
る
こ
と
。

破
砕
前
処
理
工
程
／
解
体
自
動
車（
廃
車
ガ
ラ
）

に
異
物
を
混
入
し
な
い
こ
と
。 

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
を
自
動
車
製
造
業
者

等
に
指
定
引
取
場
所
に
お
い
て
引
取
基
準
に

従
っ
て
引
き
渡
す
義
務
が
あ
り
ま
す
。

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
移
動
報
告
）
で
、
引
取
・

引
渡
し
報
告
が
必
要
で
す
。

　
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
う
ち
、
輸
出
中
古
車
に
つ

き
返
還
請
求
が
な
い
場
合
、
廃
車
ガ
ラ
輸
出
に
よ

り
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
の
処
理
が
不
要
と
な

っ
た
場
合
等
に
余
剰
金
の
発
生
が
見
込
ま
れ
ま

す
。
こ
の
余
剰
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
不
法
投

棄
対
策
、
離
島
対
策
及
び
自
動
車
所
有
者
の
負
担

の
軽
減
に
活
用
す
べ
く
法
律
で
限
定
し
て
い
ま

す
。
　
　
　

　
離
島
対
策
と
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
離
島

地
域
の
市
町
村
（
島
外
へ
の
使
用
済
自
動
車
の
共

同
搬
出
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
場
合
）
に
対
し
て

の
資
金
協
力
を
行
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
の
た
め
、
自

動
車
所
有
者
等
が
使
用
済
自
動
車
を
引
取
業
者

に
確
実
に
引
渡
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
自
動
車
重

量
税
の
還
付
制
度
も
導
入
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
は
自
動
車
重
量
税
の
還
付
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
導
入
後
は
適
切
に
解
体
処
理
さ
れ
永
久
抹

消
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
運
輸
支
局
等

を
経
由
し
て
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
車
検
の
残

存
期
間
の
月
単
位
に
応
じ
た
自
動
車
重
量
税
が

税
務
署
を
通
じ
て
還
付
さ
れ
ま
す
。（
輸
出
抹
消

で
は
還
付
さ
れ
な
い
点
に
留
意
く
だ
さ
い
）

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
本
格
施
行
と
同
時

に
、
改
正
さ
れ
た
道
路
運
送
車
両
法
の
抹
消

登
録
関
係
の
手
続
き
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

具
体
的
な
改
正
内
容
と
し
て
、
永
久
抹
消
登

録
制
度
と
一
時
抹
消
登
録
制
度
（
軽
自
動
車

に
つ
い
て
は
自
動
車
検
査
証
の
返
納
）
の
双

方
を
引
き
続
き
残
し
つ
つ
、
一
時
抹
消
登
録

後
に
解
体
が
さ
れ
た
時
（
自
動
車
リ
サ
イ
ク

ル
法
の
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
情
報
で
解
体
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
）
と
、
中
古
車
輸
出

（
一
時
抹
消
登
録
を
行
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
輸

出
す
る
場
合
も
含
む
）
を
行
う
時
に
は
、
そ
の

旨
の
届
出
等
を
運
輸
支
局
等
に
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

業
界
の
自
主
取
組
み
と
し
て
二
輪
車
の
リ
サ

イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
が
十
六
年
十
月
一
日
よ
り

始
ま
り
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
負
担
は
、
新
車
に
つ
い

て
は
、
販
売
価
格
へ
上
乗
せ
し
た
上
で
、
車
体

に
「
二
輪
車
リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ク
」
を
貼
る
こ

と
で
既
存
車
と
区
別
し
ま
す
。
リ
サ
イ
ク
ル

マ
ー
ク
の
な
い
既
存
車
に
つ
い
て
は
、
廃
棄

時
に
取
扱
店
な
ど
に
備
え
付
け
の
「
二
輪
車

リ
サ
イ
ク
ル
管
理
票
」
を
使
っ
て
郵
便
振
替

で
支
払
い
ま
す
。

●●

※【引取業者】新車・中古車ディラー、整備業者等。（リサイクルルートに乗せる入口の役割）

※

※自動車を解体・破砕処理
　した後にのこるゴミ

※カーエアコンのフロン類
　エアバック類への対応

※大切な地球環境を守るために、クルマの所有者に果たしていただく必要な役割だということにご理解をお願いいたします。

【（
財
）自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
】

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
指
定
法
人
で
、
次

の
業
務
を
実
施
。

資
金
管
理
業
務（
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
管
理
・

運
用
）
。

情
報
管
理
業
務
（
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
管

理
）
。

再
資
源
化
等
業
務
（
離
島
問
題
、
不
法
投
棄

の
対
策
等
）
。


